
77◆自治体法務研究 2024・夏

&

今
回
も
、
本
会
に
寄
せ
ら
れ
た
議
会
運
営
に
関
す

る
最
近
の
照
会
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
れ
ら
に
関
す

る
見
解
を
述
べ
ま
す
。

な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
個
人

的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お

き
ま
す
。

Q1　

正
副
委
員
長
の
互
選
と
委
員
の
欠
席
に
つ

い
て

　

本
市
議
会
で
は
、
正
副
委
員
長
の
互
選
は

慣
例
に
よ
り
、
指
名
推
選
で
行
っ
て
い
る
。

　

今
回
、
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
任

期
が
満
了
す
る
委
員
の
選
任
を
行
っ
た
後
に
、

各
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
各
常
任
委
員
会

の
正
副
委
員
長
の
互
選
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
事
前
の
会
派
間
の
調
整
に
よ
り
、

正
副
委
員
長
に
内
定
し
た
者
の
う
ち
、
総
務

常
任
委
員
会
の
副
委
員
長
に
内
定
し
た
者
が

当
日
の
本
会
議
及
び
互
選
の
た
め
の
委
員
会

へ
の
出
席
が
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

正
副
委
員
長
の
互
選
時
に
、
当
該
委
員
が

不
在
（
欠
席
）
の
場
合
、
当
人
へ
の
当
選
通
知

や
当
選
の
承
諾
が
行
え
な
い
可
能
性
が
あ
る

が
、
問
題
な
い
の
か
。

A1　

結
論
か
ら
い
う
と
、
法
的
な
問
題
は
な
い
と
考

え
ま
す
。

Q1
の
質
問
は
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
正
副
議
長

の
選
挙
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ

る
疑
問
と
考
え
ま
す
が
、
正
副
委
員
長
の
互
選
は
、

選
挙
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
正
副
委
員
長
の
互
選
は
、
正
副
議
長
の

選
挙
に
準
じ
た
方
法
（
投
票
か
指
名
推
選
の
い
ず
れ

か
）
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
挙
と
判
断
し

て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
正

副
議
長
の
選
挙
と
同
様
に
、当
選
者
へ
の
当
選
告
知
、

当
選
者
か
ら
の
承
諾
が
必
要
と
判
断
す
る
議
会
が
あ

り
ま
す
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
委
員
会
の
正
副
委
員
長
の

互
選
は
、
正
副
議
長
の
選
挙
の
よ
う
な
法
が
定
め
る

選
挙
で
は
な
い
た
め
、
選
挙
の
方
法
を
用
い
た
「
議

事
」
と
な
り
ま
す
。
正
副
委
員
長
の
互
選
が
議
事
と

解
さ
れ
る
た
め
、
互
選
の
議
事
を
司
る
者
（
委
員
長

互
選
時
は
年
長
委
員
又
は
副
委
員
長
、
副
委
員
長
互

選
時
は
委
員
長
）
は
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
が
原
則
で
す
が
、
選
挙
の
方
法
を
用
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、
規
則
で
議
事
を
司
る
者
も
投
票
す
る
こ
と

を
認
め
る
規
定
を
設
け
て
い
る
（
標
準
市
議
会
会
議

規
則
第
１
２
６
条
第
４
項
参
照
）
ほ
か
、
単
記
無
記

名
に
よ
る
投
票
（
同
条
第
１
項
参
照
）、
得
票
数
が

同
じ
と
き
の
く
じ
引
き
の
規
定
（
同
条
第
２
項
参

照
）、
法
定
得
票
数
に
関
す
る
規
定
（
同
条
第
３
項

参
照
）
な
ど
、
法
が
定
め
る
選
挙
な
ら
ば
、
地
方
自

治
法
第
１
１
８
条
の
規
定
に
よ
り
改
め
て
定
め
る
必

要
の
な
い
事
項
を
会
議
規
則
で
定
め
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
正
副
議
長
の
選
挙
の
よ
う
な

当
選
人
の
当
選
承
諾
は
不
要
な
の
で
、
正
副
委
員
長

に
選
ば
れ
た
委
員
が
、
正
副
委
員
長
へ
の
就
任
の
意

思
が
明
ら
か
で
は
な
い
（
ex.
互
選
の
た
め
の
委
員
会

議
会
運
営
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２　

議
長
は
、
当
選
人
に
当
選
の
旨
を
告
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
２
６
条　

委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
互
選
は
、

そ
れ
ぞ
れ
単
記
無
記
名
投
票
で
行
う
。

２　

有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
当
選
人
と

す
る
。
た
だ
し
、
得
票
数
が
同
じ
と
き
は
、
く
じ

で
定
め
る
。

３　

前
項
の
当
選
人
は
、
有
効
投
票
の
総
数
の
４
分

の
１
以
上
の
得
票
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
１
項
の
投
票
を
行
う
場
合
に
は
、
委
員
長
の

職
務
を
行
つ
て
い
る
者
も
、
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

５
〜
６　

略

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
25
年
３
月
25
日
）

問　

議
会
の
常
任
委
員
会
の
委
員
等
の
選
任
に
つ

い
て
、
条
例
中
に
「
常
任
委
員
は
、
議
長
が
会

議
に
諮
っ
て
こ
れ
を
選
任
す
る
。」「
委
員
長
及

び
副
委
員
長
は
、
議
長
が
会
議
に
諮
っ
て
、
そ

の
委
員
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
選
任
す
る
。」
と
定

め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
選
任
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
第
１
１
８
条
の
規
定
の
適
用

が
な
い
と
解
す
る
が
ど
う
か
。

答　

お
見
込
み
の
と
お
り
。

Q2　

会
議
時
間
の
変
更
に
つ
い
て

　

本
市
議
会
で
は
、
会
議
規
則
に
基
づ
き
、

全
員
協
議
会
を
法
第
１
０
０
条
第
12
項
に
基

づ
く
協
議
等
の
場
に
定
め
て
お
り
、
議
長
が

必
要
と
認
め
る
場
合
、
本
会
議
の
終
了
後
に

全
員
協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
慣
例
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
度
、
本
会
議
の
審
議
が
長
時
間
に
及

ん
だ
た
め
、
本
会
議
の
会
議
時
間
を
午
後
７

時
に
延
長
し
た（
通
常
は
、午
後
４
時
ま
で
）。

こ
れ
に
よ
り
、
本
会
議
終
了
後
の
全
員
協
議

会
の
開
催
を
午
後
８
時
以
降
と
す
る
必
要
が

生
じ
た
。

　

こ
の
場
合
、
本
会
議
の
場
合
と
同
様
に
、

全
員
協
議
会
の
会
議
時
間
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
る
の
か
。
な
お
、本
市
の
会
議
規
則
は
、

標
準
市
議
会
会
議
規
則
と
同
様
と
な
っ
て
い

る
。

A2　

会
議
規
則
が
定
め
る
会
議
時
間
の
規
定
（
標
準

市
議
会
会
議
規
則
第
９
条
）
は
、
本
会
議
の
会
議
時

間
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
会
議
体

（
ex.
委
員
会
）
の
会
議
時
間
に
関
す
る
規
定
で
は
な

く
、
こ
れ
が
直
接
、
他
の
会
議
体
に
適
用
さ
れ
る
と

い
う
考
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
会
議
規
則
に
基
づ
く
会
議
時
間
の

変
更
を
行
う
必
要
な
く
、
午
後
８
時
以
降
に
全
員
協

を
欠
席
）
場
合
で
も
、
互
選
は
有
効
で
あ
り
、
当
人

は
委
員
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
当
人
が
仮
に
委
員
長
へ
の
就
任
を
拒
否
し
て

も
委
員
長
に
就
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ

め
、
正
副
委
員
長
に
就
任
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

委
員
へ
の
事
前
連
絡
な
ど
を
行
う
こ
と
が
円
滑
な
互

選
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

参
考　

地
方
自
治
法

第
１
１
８
条　

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に

よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
い
て
行

う
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
46
条
第

１
項
及
び
第
４
項
、
第
47
条
、
第
48
条
、
第
68

条
第
１
項
並
び
に
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
選
挙
に
関
す
る
第
95
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。
そ
の
投
票
の
効
力
に
関
し
異
議
が
あ
る
と

き
は
、
議
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

２　

議
会
は
、
議
員
中
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、

前
項
の
選
挙
に
つ
き
指
名
推
選
の
方
法
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
６　

略

参
考　

標
準
市
議
会
会
議
規
則

第
32
条　

議
長
は
、
選
挙
の
結
果
を
直
ち
に
議
場
に

お
い
て
報
告
す
る
。
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４　

協
議
等
の
場
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項

は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

Q3　

意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願
の
採
択
に
つ

い
て

　

今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
が
、
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

議
会
で
の
審
議
の
結
果
、
こ
れ
を
採
択
し

た
が
、
議
決
後
に
当
該
意
見
書
の
提
出
先
と

し
て
関
係
省
庁
に
加
え
、
本
市
の
市
長
も
対

象
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

意
見
書
の
議
決
を
行
っ
た
議
会
は
、
当
該

地
方
公
共
団
体
の
首
長
へ
の
意
見
書
提
出
が

で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

採
択
し
た
請
願
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
対
応
が
考
え
ら
れ
る
か
。

A3　

ま
ず
、
意
見
書
を
議
決
し
た
普
通
地
方
公
共
団

体
の
議
会
が
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
首
長
に

こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
Q3
の
と
お
り
、
意
見
書
を
首
長
に

提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

Q3
の
議
会
は
、
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
を

採
択
し
た
こ
と
か
ら
、
請
願
内
容
を
踏
ま
え
た
意
見

書
を
提
出
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
れ
は
法
的

な
義
務
で
は
な
く
、
議
会
の
政
治
的
、
道
義
的
な
義

務
と
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
Q3
の
請
願
を
採
択
し
た

議
会
が
と
る
べ
き
対
応
は
、
関
係
行
政
庁
に
対
し
て

は
、
意
見
書
を
提
出
し
、
請
願
を
採
択
し
た
議
会
の

属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
首
長
へ
は
、
意
見
書
と
同

一
内
容
の
決
議
を
提
出
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

な
お
、
請
願
者
は
、
首
長
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
が
法
的
に
で
き
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
首
長
へ
の
決
議
の
提
出

に
対
し
て
不
快
感
を
示
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
請

願
紹
介
議
員
を
通
じ
て
、
首
長
へ
の
意
見
書
提
出
が

法
的
に
不
可
能
で
あ
る
旨
を
伝
え
て
お
く
こ
と
が
適

当
と
考
え
ま
す
。

参
考　

地
方
自
治
法

第
99
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
益
に
関
す
る
事
件
に

つ
き
意
見
書
を
国
会
又
は
関
係
行
政
庁
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考　

行
政
実
例
（
昭
和
33
年
12
月
22
日
）

問　

法
第
２
５
２
条
の
19
の
指
定
都
市
に
お
い
て
、

法
第
99
条
の
規
定
に
基
づ
き
議
会
が
市
長
に
対

し
て
区
の
区
域
の
設
定
変
更
に
関
す
る
事
件
に

つ
き
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

議
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
事

実
上
の
行
為
と
し
て
、
午
後
８
時
に
全
員
協
議
会
を

開
催
す
る
旨
の
連
絡
を
各
議
員
に
行
う
こ
と
は
必
要

と
考
え
ま
す
。

な
お
、
標
準
市
議
会
会
議
規
則
に
は
、
協
議
等
の

場
に
つ
い
て
、「
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
議
長
が
別

に
定
め
る
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。
仮
に
、
当

該
規
定
に
基
づ
き
、
協
議
等
の
会
議
時
間
に
関
す
る

定
め
を
別
に
設
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
に
基
づ
い

た
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
標
準
市
議
会

会
議
規
則
が
想
定
し
て
い
る「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」

と
は
、
秘
密
会
の
扱
い
に
つ
い
て
で
す
。

参
考　

標
準
市
議
会
会
議
規
則

第
９
条　

会
議
時
間
は
、
午　

〇
時
か
ら
午　

〇

時
ま
で
と
す
る
。

２　

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

会
議
に
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議

員
〇
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論

を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
つ
て
決
め
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
会

議
中
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
緊
急
を
要
す
る
と

き
そ
の
他
の
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
会
議
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

会
議
の
開
始
は
、
号
鈴
で
報
ず
る
。

第
１
６
６
条　

１
〜
３　

略



自治体法務研究 2024・夏◆ 80

答　

設
問
の
場
合
に
お
い
て
市
長
は
、
関
係
行
政

庁
に
該
当
し
な
い
も
の
と
解
す
る
。

Q4　

同
一
内
容
の
意
見
書
（
案
）
と
決
議
（
案
）

の
提
出
に
つ
い
て

　

Q3
の
回
答
で
、
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る

請
願
を
採
択
し
た
場
合
、
関
係
行
政
庁
へ
の

意
見
書
（
案
）
と
首
長
に
対
す
る
決
議
（
案
）

の
提
出
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内

容
が
同
じ
こ
と
で
あ
る
た
め
、
議
員
か
ら
一

事
不
再
議
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
る
恐
れ
が

あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
議
事
運
営

を
行
う
こ
と
が
適
当
か
。

A4　

一
事
不
再
議
と
は
、
議
会
が
一
度
議
決
し
た
案

件
と
同
一
案
件
に
つ
い
て
は
同
一
会
期
中
審
議
し
な

い
こ
と
を
言
い
ま
す
。

一
事
不
再
議
は
、
①
同
一
会
期
で
適
用
さ
れ
、
②

審
議
の
段
階
を
異
に
す
る
と
き
は
適
用
か
ら
外
れ

（
ex.
本
会
議
と
委
員
会
）、
③
同
一
形
式
の
案
件
に
適

用
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Q3
の
意
見
書
（
案
）
と
決
議

（
案
）
は
、
形
式
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
事
不
再

議
の
ケ
ー
ス
に
該
当
し
ま
せ
ん
が
、
③
を
否
定
す
る

見
解
（
形
式
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
同
一
内
容

な
ら
ば
一
事
不
再
議
に
該
当
す
る
）
も
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
意
見
書
（
案
）
と
決
議
（
案
）
を
一
括
議

題
と
し
て
、
採
決
を
一
括
で
行
う
対
応
を
す
る
こ
と

で
、
一
事
不
再
議
を
回
避
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。参

考　

標
準
市
議
会
会
議
規
則

第
15
条　

議
会
で
議
決
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て

は
、
同
一
会
期
中
は
再
び
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

Q5　

発
声
が
困
難
な
委
員
長
の
本
会
議
に
お
け

る
委
員
長
報
告
に
つ
い
て

　

当
市
の
総
務
常
任
委
員
会
の
委
員
長
が
、

病
気
の
た
め
一
時
的
に
発
声
が
困
難
な
状
態

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
本
会
議
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

総
務
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
の
委

員
長
報
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

　

議
会
事
務
局
か
ら
は
、
当
該
委
員
長
に
委

員
長
報
告
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
ら
ば
、
本

会
議
を
欠
席
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
を

伝
え
た
が
、
当
人
は
本
会
議
で
の
採
決
に
参

加
す
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
次
善
の
対
応
と
し
て
、
委
員
長
報
告

の
際
は
議
場
か
ら
退
席
し
、
採
決
の
と
き
に

議
場
に
再
入
場
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、

こ
の
提
案
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が

考
え
ら
れ
る
か
。

A5　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
委
員
長
が

委
員
長
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
標

準
市
議
会
委
員
会
条
例
第
12
条
参
照
）。
委
員
長
の

事
故
と
は
、
法
令
上
又
は
事
実
上
委
員
長
の
職
務
を

執
り
得
な
い
場
合
及
び
そ
の
職
務
を
執
ら
な
い
事
実

の
あ
る
一
切
の
場
合
を
指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
Q5
の
事
例
は
明
ら
か
に
「
委
員

長
の
事
故
」
に
該
当
し
ま
す
が
、
通
常
、
こ
れ
が
用

い
ら
れ
る
の
は
、
委
員
長
が
欠
席
な
ど
、
本
会
議
場

や
委
員
会
室
に
い
な
い
状
況
の
場
合
が
多
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

今
回
の
ケ
ー
ス
は
、
委
員
長
が
本
会
議
場
に
い
る

状
況
下
で
の
案
件
で
す
。
こ
の
た
め
、
委
員
長
の
事

故
と
み
な
し
て
、
副
委
員
長
に
委
員
長
報
告
を
行
わ

せ
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
ま
す
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
実
上
、
委

員
長
の
職
務
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
委

員
長
の
事
故
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
副
委

員
長
に
よ
る
委
員
長
報
告
は
可
能
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
外
見
上
は
、
委
員
長
の
職
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
事
情
を
知
ら
な
い
他
の
議
員
か
ら
事
情

の
説
明
を
求
め
る
議
事
進
行
発
言
等
が
出
さ
れ
た

り
、
委
員
長
の
職
務
放
棄
と
誤
解
さ
れ
、
懲
罰
動
議

や
問
責
決
議
等
の
提
出
な
ど
、
混
乱
が
生
じ
る
恐
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
議
会
運
営
委
員
会

で
委
員
長
の
状
況
を
説
明
し
、
本
会
議
で
の
委
員
長

報
告
は
副
委
員
長
が
行
う
と
と
も
に
、
委
員
長
は
議

場
で
議
員
と
し
て
副
委
員
長
に
よ
る
委
員
長
報
告
を

聴
く
と
と
も
に
、
報
告
さ
れ
た
事
件
の
採
決
に
加
わ

る
旨
を
説
明
す
る
こ
と
が
適
当
で
す
。こ
れ
に
加
え
、

委
員
長
報
告
の
際
に
議
長
か
ら
委
員
長
が
発
声
困
難

の
た
め
、
副
委
員
長
が
委
員
長
に
代
わ
り
委
員
長
報

告
を
行
う
旨
を
説
明
し
て
、
委
員
長
報
告
を
始
め
る

こ
と
が
適
当
と
考
え
ま
す
。

参
考　

標
準
市
議
会
委
員
会
条
例

第
12
条　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
委
員

長
が
欠
け
た
と
き
は
、
副
委
員
長
が
委
員
長
の

職
務
を
行
う
。

２　

委
員
長
及
び
副
委
員
長
と
も
に
事
故
が
あ
る

と
き
は
、年
長
の
委
員
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
。

参
考　

行
政
実
例
（
大
正
６
年
２
月
３
日
）

議
長
の
故
障
（
現
行
法
で
は
事
故
）
と
は
、
法

令
上
又
は
事
実
上
議
長
の
職
務
を
執
り
得
な
い
場

合
及
び
そ
の
職
務
を
執
ら
な
い
事
実
の
あ
る
一
切

の
場
合
を
指
し
、
積
極
的
に
職
務
を
執
り
得
な
い

事
由
あ
る
場
合
の
み
に
局
限
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

Q6　

修
正
可
決
し
た
予
算
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
案
）
の
提
出
に
つ
い
て

　

今
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
般

会
計
当
初
予
算
（
案
）
は
、
審
議
の
結
果
、

一
部
が
修
正
さ
れ
て
可
決
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
部
の
議
員
が

附
帯
決
議
（
案
）
の
提
出
を
検
討
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

既
に
議
会
か
ら
の
修
正
（
案
）
が
提
出
さ

れ
、こ
れ
が
可
決
し
た
以
上
、附
帯
決
議（
案
）

を
提
出
す
る
こ
と
は
、
修
正
可
決
の
趣
旨
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
議
会

運
営
委
員
会
の
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
。

　

修
正
可
決
し
た
事
件
に
対
し
て
、
附
帯
決

議
（
案
）
の
提
出
は
可
能
な
の
か
。

A6　

附
帯
決
議
は
、
議
会
が
可
決
し
た
事
件
に
関
す

る
執
行
上
の
留
意
点
や
要
望
を
執
行
機
関
に
示
す
も

の
で
あ
り
、
要
望
の
域
を
出
る
こ
と
が
な
い
も
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
法
的
な
履
行
義

務
が
執
行
機
関
に
課
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

附
帯
決
議
の
法
的
な
定
義
な
ど
が
な
い
た
め
、
提

出
に
関
す
る
要
件
は
、
会
議
規
則
に
定
め
る
提
出
要

件
程
度
の
も
の
（
ex.
賛
成
者
の
人
数
）
し
か
な
く
、

そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
修
正
可
決
し
た
事
件
に
対
し

て
附
帯
決
議
（
案
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

法
的
な
制
約
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
附
帯
決
議

（
案
）
の
内
容
次
第
で
は
、
附
帯
決
議
（
案
）
の
提

出
者
や
賛
成
者
に
対
す
る
批
判
が
出
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
附
帯
決
議
（
案
）

の
内
容
が
、
修
正
（
案
）
の
提
出
で
実
現
で
き
る
も

の
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
附
帯
決
議
と
い
う
、
仮

に
可
決
し
て
も
長
に
執
行
の
法
的
な
義
務
を
課
す
こ

と
な
く
、
あ
く
ま
で
長
の
政
治
的
判
断
に
委
ね
る
方

法
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
他
力
本
願
的
な
手
法

と
い
う
意
見
や
修
正
（
案
）
の
提
出
の
方
が
実
効
性

が
あ
る
の
に
な
ぜ
出
さ
な
い
の
か
と
い
う
意
見
な

ど
、批
判
的
な
意
見
が
出
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
修
正
（
案
）
の
提
出
で
対

応
で
き
る
内
容
に
関
す
る
附
帯
決
議
（
案
）
の
提
出

に
は
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
修
正
（
案
）
の
提
出
で
は
対
応

で
き
な
い
内
容
で
あ
る
場
合
、
附
帯
決
議
（
案
）
の

提
出
は
有
効
な
手
法
と
い
え
ま
す
。
議
会
の
予
算

（
案
）へ
の
修
正
権
は
、款
と
項
の
み
が
対
象
で
あ
り
、

執
行
科
目
と
さ
れ
て
い
る
目
と
節
に
対
す
る
修
正
権

の
行
使
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
目
と
節
に
関
す
る
予
算
へ
の
意
見
や
要

望
を
行
い
た
い
と
考
え
る
議
員
が
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
議
員
が
取
り
得
る
方
法
と
し
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て
、
附
帯
決
議
（
案
）
の
提
出
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
附
帯
決
議
（
案
）
の
提
出
は
、

議
会
の
修
正
権
が
及
ば
な
い
予
算
に
対
す
る
議
会
が

取
れ
る
手
法
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
附
帯
決
議

（
案
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
他
の
議
員
か
ら
の
批

判
等
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

附
帯
決
議
（
案
）
に
つ
い
て
は
、
予
算
（
案
）
だ

け
で
は
な
く
、
条
例
（
案
）
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
内
容
に
つ
い
て
、
議

会
か
ら
の
意
見
や
要
望
を
附
帯
決
議
（
案
）
と
い
う

形
で
示
す
こ
と
や
専
決
処
分
の
報
告
承
認
の
件
に
対

し
て
、
報
告
を
承
認
す
る
議
決
を
行
っ
た
後
に
専
決

処
分
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
長
に
対
し
て
意
見
等

を
付
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参
考　

標
準
市
議
会
会
議
規
則

第
14
条　

議
員
が
議
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
案
を
備
え
、
理
由
を
付
け
、
法
第

１
１
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
つ
い

て
は
所
定
の
賛
成
者
と
と
も
に
連
署
し
、
そ
の

他
の
も
の
に
つ
い
て
は
〇
人
以
上
の
賛
成
者
と

と
も
に
連
署
し
て
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

略

議
会
運
営
の
実
際
（
自
治
日
報
社
）

逐
条
地
方
自
治
法
（
学
陽
書
房
）

議
会
運
営
実
務
提
要
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

地
方
自
治
関
係
実
例
判
例
集
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

地
方
自
治
法
質
疑
応
答
集
（
第
一
法
規
）

地
方
自
治
小
六
法
（
学
陽
書
房
）

参
考
文
献


